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地方自治体における保健衛生行政文書の適切な保存期間についての考察（大場亮平）

地方自治体における保健衛生行政文書の
適切な保存期間についての考察 
──許可等に関する文書を事例に──

大　場　亮　平

［キーワード：保存期間、許可等、地方自治体、有効期間、保健衛生行

政文書］

はじめに

　筆者は、地方自治体の職員として 17年もの間、保健衛生行政に携わっ

てきた中で、常に 2つの疑問を抱いてきた。一つは、適切に文書管理を行

っているにもかかわらず、書庫のスペースに余裕はなく、年度末には事務

室のキャビネットもいっぱいになってしまうこと、もう一つはマスコミで

取り上げられるような食中毒事件など非定例的な業務の文書も保存期間の

満了によって廃棄されてしまうことである。

　これらは、現用文書のライフサイクルのうち、保存（特に保存期間1）の

設定）にまつわるものである。今後、歴史的に重要な文書を特定重要公文

書2）として未来に残していくためには、その前提として現用文書の適切な

保存管理が不可欠であることは言うまでもない。

　そこで、本研究では、適切な文書管理において重要なポイントの一つで

あると考えられる文書の保存期間をどのように設定していくべきかについ
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て、以下の条件を満たす文書を例にとって調査・分析し、考察した。

・複数の地方自治体を対象とするが、その規模や立地によるバイアスを

避けるため、これらが類似していること（条件①）。

・部署ごとの違いを抑えつつ、複数の法律に基づく文書を対象とするた

め、多くの法律を所管する部署を対象とすること（条件②）。

・文書の独自性を排除するため、地方自治体が定める条例を根拠とする

文書ではなく、法律を根拠とする文書であること（条件③）。

　具体的には、東京都特別区（以下、「特別区」又は単に「区」という。）

23区（条件①に合致）の保健衛生行政を行う部署（条件②に合致）を対

象とし、各法律に基づいて申請者から区（の保健所）に提出される許可等3）

申請書（付随する原義等を含め、以下、「許可等に関する文書」という。）

（条件③に合致）を例にとり、以下、論考を進める。

第 1章　公文書管理の問題・課題と適切な保存期間の重要性

1　公文書管理の問題・課題―2つのアンケートから―

　公文書等の管理に関する法律（以下、「公文書管理法」という。）が施行

されて 10年以上経過するが、公文書管理をめぐる不祥事は後を絶たない。

近年も、陸上自衛隊の南スーダン派遣施設隊日々報告（日報）問題、森友

学園に対する国有地の売却に係る行政文書の管理問題、「桜を見る会」招

待者名簿の問題など、国会やマスコミで取り上げられた事例だけでも枚挙

に暇がない。

　一方、地方自治体においては、豊洲市場移転に関する土地売買に係る交

渉記録等の不存在問題などはあったものの、国に比べれば議会やマスコミ

で取り上げられた事例は少ない。

　しかし、このように明るみに出た不祥事は、ハインリッヒの法則に従え

ば氷山の一角であり、その背後には、規模や影響は小さくても、もっと多
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くの公文書管理に関する問題が存在していることは容易に想像できる。実

際に、国でも地方自治体でも人的要因による公文書の誤廃棄事例は毎年の

ように発生している。また、国の情報公開・個人情報保護審査会や各地方

自治体における同種機関（以下、「審査会」という。）の答申には、付言な

どの形で公文書管理に関する問題点がたびたび指摘4）されており、これら

は先の想像が決して間違っていないことを物語っている。

　さらに、こうして外部から問題として指摘されるまでに至らなくても、

地方自治体内部では文書管理に関する様々な課題があると感じているとい

うアンケート結果もある。例えば、公益財団法人東京市町村自治調査会が

多摩・島しょ地域の市町村に対して行ったアンケート等を取りまとめた調

査報告書5）（以下、「調査報告書」という。）では、「永年」「長期」という

保存期間が 90%以上の市町村で存在する一方で、一定時期に保存期間を

見直す仕組みを設けている市町村は 19%に留まっていた。そして、文書

が廃棄されずに溜まっていく結果、「書庫が満杯」であるとする市町村が

54%に上っており、現用文書のライフサイクルにおける課題の一つとし

て挙げられている。

　また、関東弁護士連合会が公文書管理条例を制定していない関東甲信越

10都県と静岡県の計 489自治体に対して行ったアンケート6）（回答数 357）

では、現用文書の管理についての問題点として、自由記入欄に記入した

36自治体中 23自治体が文書の保管スペースがないことや保存すべき文書

量が年々増大していることを挙げている。

　以上は、いずれも関東近県の自治体に対するアンケート結果であるが、

こうした文書の保管スペース不足については、他の論文等でも課題として

多数挙げられている7）など、全国の地方自治体に共通する文書管理上の重

要な課題であると考えられ、筆者の認識とも一致するところでもある。
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2　問題・課題の背景―地方分権改革による事務量の増加と職員数の相対

的不足―

　では、なぜ、自治体の規模や立地が異なるにもかかわらず、文書の保管

スペース不足という共通の問題が発生しているのだろうか？その理由は複

数あると思われるが、一つ挙げるとすれば、先の調査報告書8）でも指摘さ

れているように、永年保存文書の存在である。保存期間が永年ということ

は、保存期間の見直しがなければ、文書量は増加し続ける。一方で、保存

期間を見直すにしても、それが定期的かつ継続的ではなく、文書の保管ス

ペースの容量がいっぱいになった時点で行われるのであれば、文書の内容

（価値）を精査しないまま、単に保管スペースの確保だけを目的に保存期

間を見直すことになりかねず、本来残すべき特定重要公文書が廃棄されて

しまう恐れもある。また、そうした場当たり的な廃棄は、自治体が隠ぺい

したい文書を意図的に廃棄したのではないかという疑念を住民に抱かせる。

　しかし、このように現用文書のライフサイクルがうまく回っていない現

状が認識されていても、課題は改善されていない。その背景の一つには、

地方分権改革による地方自治体の事務量が以前よりも増加している一方で、

それに見合うような職員配置が行われていないことにあると筆者は考える。

そこで、まず地方分権改革のこれまでの経過について確認する。

　地方分権改革は、平成 5年から始まっているが、その中でも、特に平成

19年 4月に地方分権改革推進委員会が内閣府に設置されて以降、改革の

スピードが増してきているのは、表 19）（次ページ参照）から見ても明ら

かである。
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表 1　地方分権改革の概要（平成 19 年以降）

年月 概要

平成 19年 4月 地方分権改革推進委員会発足（～平成 22年 3月）

平成 20年 5月 第 1次勧告

平成 20年 12月 第 2次勧告

平成 21年 10月 第 3次勧告

平成 21年 11月 第 4次勧告

平成 22年 6月 地域主権戦略大綱（閣議決定）

平成 23年 4月 第 1次一括法成立

平成 23年 8月 第 2次一括法成立

平成 23年 11月 義務付け・枠付けの更なる見直しについて（閣議決定）

平成 25年 3月 地方分権改革推進本部発足

平成 25年 3月 義務付け・枠付けの第 4次見直しについて

平成 25年 6月 第 3次一括法成立

平成 25年 12月 事務・権限の移譲等に関する見直し方針について

平成 26年 4月 地方分権改革に関する提案募集の実施方針

平成 26年 5月 第 4次一括法成立

平成 27年 6月 第 5次一括法成立

平成 28年 5月 第 6次一括法成立

平成 29年 4月 第 7次一括法成立

平成 30年 6月 第 8次一括法成立

令和元年 5月 第 9次一括法成立

令和 2年 6月 第 10次一括法成立

令和 3年 5月 第 11次一括法成立

　このような累次にわたる一括法によって、国から都道府県へ、都道府県

から市区町村へ権限が移譲され、義務付け・枠付けの見直しと相俟って地

方自治体の事務量は増大し、それに伴って文書量もまた増加していると推
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察される一方で、地方自治体の職員総数は図 110）に示すとおり、平成 30

年頃まで減少の一途を辿っていた。

　この背景として、地方自治体の行財政基盤強化と地方分権の推進を目的

とした平成の大合併によって、平成 22年まで地方自治体数が減少したこ

とや、人口減少社会を迎え、行政ニーズもそれに伴って減っていることな

ども要因として考えられるが、表 211）のとおり、人口流入超過である特

別区においても、職員数全体としては横ばいで推移していることから、デ

ジタル技術などによる行政運営の効率化があったとしても、地方分権と人

口増に伴う事務量の増大に見合った職員の配置はなされていないと考える

のが妥当である。
表 2　特別区の行政職職員数と人口数の推移

年 行政職職員数（人） 指数 人口数（人） 指数
平成 19年 50,546 100.00 8,318,841 100.00
平成 21年 50,162 99.24 8,451,067 101.59
平成 24年 49,871 98.66 8,575,228 103.08
平成 27年 49,219 97.37 9,102,598 109.42
平成 30年 49,893 98.71 9,396,595 112.96
令和 3年 51,185 101.26 9,572,763 115.07
※行政職職員数は各年 4月 1日時点、人口数は各年 1月 1日時点
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図 1　地方自治体の職員総数の推移（各年 4月 1日時点）
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3　問題・課題の解決策―文書の適切な保存期間の設定という提案―

　では、どういった解決策が取れるのだろうか？

　事務量の増加については今後も地方分権が進むことを考えると、その量

を減らすことは極めて困難であるが、更なるデジタル化の推進によって事

務の効率化を図る余地はあると思料される。デジタル化によって、紙ベー

スの文書量が減れば、保管スペースの不足という課題の解決にもつながる。

一方、職員の相対的不足については、新規や中途の採用活動を積極的に行

っていけば、徐々に解消されていくものと考えられる。職員数が増加すれ

ば、日常業務の多忙さが軽減され、文書整理などの時間が確保できるよう

にもなる。

　しかし、こうした解決策が目に見えて効果を発揮するまでには相当の時

間を要することが見込まれる。事務の更なるデジタル化は、デジタル庁が

設立され、地方自治体のデジタル化に向けた動きが加速しつつあるが、そ

れでも数年はかかると思われる。デジタル化によって紙文書の量が減り、

物理的な保管スペースの問題は解決するが、今度は電子文書を保管・保存

するサーバーなどをベンダーに委託して用意しなければならない。だが、

その委託費用には当然限りがあるため、使用できる記録媒体の容量も限界

があると想定される。また、人材確保についても数年以上をかけて徐々に

行っていくものであり、そもそも公務の効率化が叫ばれる現在において、

職員数の増加は実現が容易ではないと思われる。

　そこで、これらよりも現実的な解決策の一つとして、筆者は文書の適切

な保存期間の設定というものを提案したい。保管スペースの不足の要因と

して、既述の調査報告書12）でも課題として挙がっていた永年保存文書の

存在だけでなく、有期の保存文書が本来保存すべき期間よりも長く保存さ

れている可能性もあるのではないかと筆者は自らの実体験を踏まえて見て

いる。そして、それが積み重なっていくと、前節で触れたようなリスクも
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生じる。もちろん、きちんと文書の内容（価値）を精査し、適切に評価選

別できればよいが、そうしたことを行える専門家が地方自治体にどのくら

いいるだろうか？こうした現状を踏まえると、現実的な解決策の一つとし

て、単に各文書の保存期間を決めるのではなく、その期間の起算日や期間

設定の際に考慮すべき要素（視点）について、実際に文書の保存期間を設

定する多忙な所管部署の職員にとって分かりやすく、かつ事務手続き上も

実務上も負担の少ない方法を提案するのは妥当であると筆者は考える。文

書の適切な保存期間を設定できれば、本来不要な文書を廃棄でき、保管ス

ペースの不足という喫緊の課題を解決する一助になるだけなく、デジタル

化後もサーバーの容量をいたずらに圧迫せずに済み、結果としてベンダー

への委託費用を抑えることにもつながるため、将来的にもメリットを享受

できる。また、保管スペースの不足によって生じる特定重要公文書に値す

る文書が廃棄される恐れを少なくできる点でも、この方法は有用であると

いえる。

4　保存期間の設定の重要性―訴訟対応の視点から―

　保存期間の設定が文書管理において重要である点について、もう一つ別

の視点、リスク管理、特に訴訟対応の視点から見てみる。

　記録管理の国際標準である ISO15489-1では、記録管理の恩恵として 14

もの事項13）が挙げられているが、その中には公文書管理法第 1条の目的

には明記されていない事項、例えば「業務リスクの管理」「訴訟における

保護及び支援」といったものがある。これらは、公文書管理法上は「説明

責任」に含まれるという考え方もできるが、ISOを見る限り、別のものと

して捉えるべきものであると筆者は考える。

　しかし、日本でもこの訴訟対応という側面について全く触れられてこな

かったわけではない。現に、公文書等の適切な管理、保存及び利用に関す
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る懇談会の第 3回会合において、参考人として招致された記録管理学会会

長（当時）の小谷は、訴訟対策としての記録管理や ISO15489-1で挙げら

れている恩恵について言及している14）。ところが、そうした事項は、懇談

会やそれに続く公文書管理の在り方等に関する有識者会議の各報告15）に

盛り込まれないまま、公文書管理法が成立し、公文書管理法施行 5年後見

直しに関する検討報告書16）でも言及されずに、法改正がなされて現在に

至っているという状況である。

　実際のところ、行政訴訟において、文書の保存期間を含め、文書管理が

争点になった事例は管見の限り、これまでのところない。また、情報公開

訴訟とそれに伴う国家賠償訴訟において、文書の不存在決定の違法性が争

点となったケースでも、文書の保存期間の違法性が問われて行政側が敗訴

した事例は、これまでのところ同様にないとみられる。しかし、情報非公

開処分取消請求事件（平成 8年（行ウ）169号）17）では、都の担当者が対

象文書を廃棄してしまっていた結果、被告側である都が裁判には勝訴した

ものの、訴訟費用を全額負担することとなった。開示請求があった対象文

書を一部非開示決定から数ヶ月で廃棄することの妥当性に関して考えさせ

られる事例である。

　また、訴訟に至らなくとも、審査会答申には、保存期間の設定の適切性

について言及されている事例がある。例えば、横浜市の「『40土第 983号

（昭和 40年 7月 20日）』の非開示決定に対する異議申立てについて」18）と

いう答申では、当時の文書取扱規程や文書分類表に基づいて文書を廃棄し

たという市側の説明に対して、審査会は当時の規定に沿った取扱いである

といえるとした一方で、当該文書が接収解除までを期間とする占用に関す

るものであって、占用を裏付ける文書は当該文書以外ないという市側の説

明については、市民に対する説明責任を果たすことが困難となり、極めて

不適切であったと指摘している。類似事例は千葉県にもあり、いずれも審
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査会答申に留まっているが、行政不服審査制度の見直しによって、審査請

求せずに取消訴訟できるようになったことから、今後、即訴訟になること

も想定される。

　このように、「説明責任」を果たすためだけでなく、その先に発生しう

る訴訟に対応するためには、適切な保存期間を設定して文書を保存管理し

ていくことが重要な要素の一つであると考えられる。

5　保存期間の設定に係る先行研究

　これらを踏まえて、保存期間の設定に係る先行研究を確認したところ、

文書管理に関する書籍や論文は数多くあるものの、保存期間の設定に係る

基準について述べているものは、管見の限り、あまり多くはない。

　まず、国内における保存期間の設定に係る基準として、作山19）による

ものが挙げられる。作山は、①歴史的価値、②業務価値、③法務価値、④

財務価値、の 4つの価値に基づいて文書の保存期間を決定すべきであると

主張し、小谷20）もこの主張を「最も基本的、概括的な保存期間設定の基

準」と支持した上で、④については②や③に集約できるため、実質的には

歴史的価値、業務価値、法務価値の 3つの視点で良いと述べている。

　一方、海外に目を移すと、坂口21）は、アメリカのリテンション・スケ

ジュールにおいて、記録を作成し、アメリカ国立公文書記録管理局

（NARA）に移管するまで文書を保存する連邦政府にとっては、①行政的

（管理上）価値、②財政的（財政上）価値、③法的（法務上）価値の 3つ

が、記録を受け入れる NARAにとっては、①歴史的価値、②その他の価

値の 2つがそれぞれ要素として挙げられていることを紹介している。同様

に、オーストラリアの記録処分規定において、①業務上のニーズ、②組織

の説明責任上の必要性、③共同体の期待の 3つの視点が挙げられていると

解説する。
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　また、ニュージーランドについては、大木22）がそのアプレイザルに関

する宣言において、①合法性、②説明責任及び透明性、③包括性及び正当

性、④一貫性、⑤リソースの考慮の 5つの視点から原則が示されているこ

とを紹介している。

　以上の各点を総合すると、地方自治体における保存期間の設定に係る基

準としては、以下の 3つにまとめられると筆者は考える。

　①自治体側の価値

・行政的価値

・法的価値

・財政的価値

　②住民・利害関係者側の価値

　③公文書館側の価値

・歴史的価値

　そして、一貫性やリソースについては①に、説明責任・透明性や包括

性・正当性については①や②に、それぞれ対応するものであると思われる。

そして、この 3つの価値を基準とする考え方は、公文書が公用物であるだ

けでなく、公共用物であるとする行政法の分野からの指摘23）とも一致し

ており、極めて妥当なものであるといえる。

　また、こうした保存期間の設定に係る基準とは別に、個々の文書の保存

期間について具体的に検討した先行研究は、管見の限り、新原24）が熊本

県内の保健所部門における標準文書保存期間基準（保存期間表）の作成を

試みた 1つのみであった。その概要は、数学的な手法を活用して文書の同

一判定を行い、同じ業務を所掌する課室の間で共通して参照することがで

きる標準文書保存期間基準の作成を試みたものだが、新原自身も課題に挙

げているように、課室の業務や作成される文書の特徴について個別的な検

討が行われておらず、保存期間の妥当性についても検討されていないもの
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に留まっている。

　以上の先行研究も踏まえ、本研究では各区の文書管理に関する規程類
25）・通知26）から保存期間に関わる規定を確認した上で、特別区の保健衛

生行政に係る文書のうち、許可等に関する文書を例にとり、適切な保存期

間をどのように設定すべきかについて調査・分析する。そして、その結果

から文書の保存期間の起算日や保存期間の設定の際に考慮すべき事項を考

察し、最後にそれを実際に適用した場合をシミュレーションして文書の保

管スペース不足という課題解決の一助になることを示す。

　なお、本研究にあたっては、各区のホームページ等で公開されている情

報や例規集の閲覧、情報公開請求による写しの入手、メール等による照会

に対する回答により、各区の文書管理に関する規程類・通知と文書の実際

の保存期間が記されたファイル基準表27）（令和 2・3年度分。不存在であ

った大田区を除く。）を収集した。
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第 2章　�各特別区の規程類・通知及び許可等に関する文書の実際

の保存期間に係る調査・分析

1　保存期間の区分

　許可等に関する文書の実際の保存期間を比較分析するに先立って、各区

の文書管理に関する規程類・通知から、文書の保存期間の区分や保存期間

に係る設定基準（以下、「設定基準」という。）に着目して調査・分析した。

なお、本章では特に断りのない場合は令和 4年 4月 1日時点の情報に基づ

くものとする。

　まず、各区で採用されている保存期間の実質的な区分を表 3にまとめる。

表 3　保存期間の区分

保存期間の区分 該当区名

1年未満＊1、1年、3年、5年、10年、
永年＊2

千代田、中央、港、新宿、北、荒川、
大田＊3、杉並、練馬、墨田、江東

1年未満＊1、1年、3年、5年、10年、
30年

目黒、世田谷、豊島、板橋＊4、葛飾、
足立＊5

1年、3年、5年、10年、永年＊2 文京、品川＊6、渋谷

その他 台東、中野＊6、江戸川

＊ 1：随時廃棄を含む。
＊ 2：「永久」や「長期」を含む。
＊ 3：「永久」と「長期」の両方がある。
＊ 4：規程上は「長期」だが、30年を限度としているため、ここに配した。
＊ 5： 他に「永久」もあるが、非現用文書である特定重要公文書に相当するもの

であるため、ここに配した。
＊ 6：1年保存は「保管」として扱われる。

　以上のとおり、23区中 17区で 1年未満、1年、3年、5年、10年の 5

区分に加えて 30年又は永年という区分を採用しており、永年という区分
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を採用している区の方が多かった。これらの区では、永年という区分が文

書の保管スペースを圧迫している一因となっている可能性が考えられる。

　また、これらの区分以外に加えて新たな区分を設定できる規定を設けて

いる区は表 4のとおりで、規定のある区とない区とがほぼ半々であった。

表 4　保存期間の区分を新設できる規定の有無

規定の有無 該当区名

規定あり 千代田、港、新宿、北、品川、目黒、世田谷、渋谷、中野、杉
並、豊島、江戸川

規定なし 文京、台東、荒川、大田、板橋、練馬、江東、足立、葛飾

不明 中央、墨田

　区分の多寡や新設規定の有無等については各区の事情があるため、その

良し悪しについては一概判断できないが、適切な設定基準がない場合、区

分が多くなると文書管理が煩雑になり、却って所管部署の職員の混乱を招

いて適切な文書管理を難しくすることも想定される。

　なお、本稿では詳細な検討は行わないが、法令（等）に定める期間や時

効期間による保存期間の設定規定、保存期間の延長規定や見直し規定を設

けている区も複数あった。

2　保存期間の起算日

　単に保存期間の年数を定めたとしても、その起算日によって、実際に文

書がいつまで保存されるのかが変わってくるため、保存期間の起算日は文

書の保存において極めて重要な要素であるといえる。

　調査の結果、多くの区で、通常の文書についてはその完結日の属する年

度の翌年度 4月 1日を、暦年による文書についてはその完結日の属する年

の翌年 1月 1日を、それぞれ起算日として定めており、一部の文書につい
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て別途規定を設けている区もあったが、基本的に完結日を基準に起算日が

規定されていた。行政機関は 4月から翌年 3月までを一会計年度として業

務を行っており、また文書は決裁等を以て事務上は完結することから、そ

れに即した規定を基本としつつ、各区が実情に合わせて規定を追加してい

るものと考えられる。

　しかし、許可等に関する文書については、許可等が一定期間有効である

ため、その完結日を文書の決裁日とするのか、あるいは許可等の有効期間

の満了日や施設の廃止日とするのかによって、実際の文書の保存期間が変

わってくることから、完結日の定義もまた重要である。こうした背景から、

許可等に関する文書の完結日について、当該許可等に関して指導、監督、

管理を行う必要がなくなった日（以下、「当該許可等に係る監視指導が不

要となった日」という。）とする規定を設けている区が 7区（中央区、港

区、台東区、荒川区、練馬区、足立区）あった。また、世田谷区、板橋区

については、「事務上」ではなく「職務上」あるいは「事案」の完結日と

されていた。

　これらの規定を「完結日の別規定」としてまとめると、約 4割の区で完

結日の別規定があり、許可等に関する文書の完結日は当該許可等の有効期

間の満了日又は当該施設の廃止日となる。詳細は後述するが、これらの区

では、業態によっては許可等の有効期間が無期であるという性質に相応し

い完結日を規定しているといえる。一方、こうした規定がない区の場合、

完結日は許可等に関する文書の決裁日となるため、図 2（次ページ参照）

に示すとおり、先と比較して文書の保存期間の満了日はその有効期間の分

だけ早まることになる。本稿では、詳細な検討は割愛するが、当該文書の

保存期間やその期間の延長規定の有無・内容によっては、許可等の有効期

間の満了日前に文書の保存期間の満了日を迎える恐れがあると考えられる。
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3　許可等に関する文書に係る設定基準

　一方、許可等に関する文書に係る設定基準として、どういった要素が考

慮すべきものとして挙げられているのだろうか？

　まず、全般的な設定基準として、主に挙げられていた要素は、表 5（次

ページ参照）のとおりであった。内訳を見ると、行政運営上の必要性から

保存期間を設定するよう明記されている区は、保存期間の設定において考

慮する要素を列挙していない 3区（大田区、板橋区、江東区）を除いた全

ての区であった。一方で、区民視点の必要性から保存期間を設定するよう

明記されている区は 9区に留まっていた。

注：矢印は文書の
　保存期間を示す。

完結日の
別規定が
ない場合

完結日の
別規定が
ある場合

決裁 有効期間満了起案取得

申請書

申請書
又は

図 2　許可等の有効期間満了まで施設がある場合の文書の保存期間



223

地方自治体における保健衛生行政文書の適切な保存期間についての考察（大場亮平）

表 5　保存期間の設定の際に考慮する要素とそれを挙げている区

要素 該当区名

行政運営上の必要性 20区＊

内
　
訳

証拠価値、証拠期限、文書・
内容の効力

千代田、中央、港、文京、品川、世田谷、
足立、江戸川

法令等の定め、法令との関
係性

中央、港、新宿、文京、台東、北、品川、
目黒、世田谷、墨田、足立、江戸川

資料価値 中央、港、文京、台東、北、荒川、中野、
墨田、足立、江戸川

重要度、重要性 港、新宿、文京、台東、北、荒川、目黒、
世田谷、中野、杉並、練馬、墨田、足立、
葛飾、江戸川

利用度、利用の頻度、利用
価値

港、新宿、文京、台東、北、荒川、目黒、
世田谷、中野、杉並、練馬、墨田、足立、
葛飾、江戸川

時効期間 台東、品川、目黒、世田谷、江戸川

その他 中央、台東、品川、世田谷、渋谷、杉並

区民視点の必要性 9区

内
　
訳

利用価値 中央、新宿、台東、北、荒川、豊島、墨田

その他 荒川、品川、世田谷、豊島

＊豊島区は具体的な要素について言及なし

　次に、主に各区の文書主管課長等が定める許可等に関する文書に係る設

定基準について、文書の種類（許可等の行政処分に関する文書であるこ

と）、決裁権者（部長級であること）、定例性、その他という 4つの要素が

含まれているかどうか確認したところ、表 6（次ページ参照）のとおりで

あった。表をまとめるにあたっては、次の点に留意した。
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表 6　各区の許可等に関する文書に係る設定基準

区名 文書の種類 決裁権者 定例性 その他
千代田 〇
中央 〇 〇
港 〇 〇
新宿 〇 〇
文京 〇 〇 〇
台東 〇 〇
北 〇 〇
荒川 〇 〇
品川 〇 〇
目黒 〇 〇
大田 〇 〇
世田谷 〇 〇
渋谷 〇
中野 〇 〇
杉並 〇
豊島 〇
練馬 〇 〇
墨田 〇 〇
江東 〇 〇
足立 〇 〇
葛飾 〇 〇
江戸川 〇 〇

※板橋区は、基準が示されていないため、除外する。

・各法の規定では、いずれも区長が許可することになっているが、各区

の保健所長委任規則等により、実際の決裁権者は保健所長（部長級）

に委任されている。また、各法において、処分の基準は規定されてい

る。

・後述のとおり、今回対象とした許可等はいずれも毎年一定数の申請が
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あり、定例的・定型的なものである。

　表 6より、保存期間の設定基準を構成する要素として、半数以上の区で

採用されていたのは文書の種類（20区）、決裁権者（11区）であり、定例

性やその他の要素を含めて、多くの区で複数の要素を組み合わせて具体的

に示されていた。

4　許可等に関する文書の実際の保存期間

　では、文書の実際の保存期間（＝ファイル基準表上の保存期間。以下、

同じ。）は各区においてどのようになっているのかについて、保健衛生行

政文書のうち、以下の法律に基づく許可等に関する文書を例にとって調

査・分析していくことにする。

①食品衛生法

②医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

（以下、「薬機法」という）

③毒物及び劇物取締法（以下、「毒劇法」という）

④麻薬及び向精神薬取締法（以下、「麻向法」という）

⑤医療法

⑥臨床検査技師等に関する法律

⑦旅館業法

⑧公衆浴場法

⑨興行場法

⑩温泉法

⑪墓地、埋葬等に関する法律（以下、「墓地埋葬法」という）

⑫化製場等に関する法律

　まず、区の許可等を受けている業態の施設数（令和 2年度）について調
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査したところ、法律によって、その施設数が約 100件から 24万件弱と大

きく異なることが判明した。施設数が少ないものは、区によって、あるい

は年度によって当該許可等に関する文書がないケースもあり得る。そこで、

今回はどの区においても毎年度一定数の申請があると想定される施設数

1,000以上の許可等に絞って検討することとした。対象とした業態の許可

等の有効期間についてまとめたものを、表 7に掲げる。

表 7　対象とした許可等の根拠法と有効期間

根拠法 許可等の有効期間 根拠法 許可等の有効期間

食品衛生法 5～8年 医療法 無期

薬機法 6年 旅館業法 無期

毒劇法 6年 公衆浴場法 無期

麻向法 最長 3年 墓地埋葬法 無期

　このように許可等の有効期間が有期のものと無期のものとがあることが

分かる。

　そこで、以下、許可等の有効期間が有期と無期とに分けて、許可等に関

する文書の保存期間を調査・分析していく。なお、調査・分析にあたって

は、資料収集の時点で、全ての区において出揃っていた令和 2年度のファ

イル基準表を基本とし、欠損や疑義のあったデータについては、令和 3年

度のファイル基準表及びメール等による照会結果を補足的に用いた。

　なお、各区の規程類・通知の改正により、先に検討した令和 4年 4月 1

日時点の保存期間の区分と令和 2年度のファイル基準表に適用される保存

期間の区分とが異なる区が 3区あったが、本研究の分析に影響がないこと

を筆者は確認している。
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（1）許可等の有効期間が有期の場合

　まず、許可等の有効期間が有期のものについて、実際の保存期間を区ご

とに比較した結果を表 8に示す。

表 8　各区の実際の保存期間（許可等の有効期間：有期）

区名 食品衛生法 薬機法、毒劇法 麻向法

千代田 11年 5年 5年

中央 10年 3年 3年

港 8年 6年 5年

新宿 3年＊ 3年 1年

文京 10年 3年 3年

台東 10年 5年（新規）、3年（更新） 3年

北 8年 3年 3年

荒川 8年 5年＊ 3年

品川 8年 7年 4年

目黒 10年 10年 10年

大田 3年 3年 3年

世田谷 3年 6年 3年

渋谷 8年 6年 3年

中野 10年 10年 3年

杉並 10年 5年 3年

豊島 10年 5年 5年

板橋 10年 10年 3年

練馬 1年＊ 3年 3年

墨田 10年 3年 3年

江東 10年 5年 5年

足立 8年 3年 3年

葛飾 8年 6年 3年

江戸川 8年 6年 3年
＊当該許可等に係る監視指導が不要となった日を完結日とする。
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　表 8から、以下の特徴が読み取れる。

・食品衛生法に基づく文書について、保存期間を 8年とする区が 8区、

10年とする区が 9区あり、許可等の最長有効期間である 8年に近い 2

つの区分に、各区がほぼ二分されている。

・薬機法や毒劇法に基づく文書について、保存期間が 3年の区が最も多

く、次いで許可等の有効期間に近い 5年や 6年が多いが、新規申請の

み該当する台東区も含めると許可等の有効期間に近い 5～7年として

いる区が過半数の 12区を占める。

・麻向法に基づく文書について、ほとんどの区の保存期間が免許の最長

有効期間と同じ 3年である。

・完結日の別規定がある区においても、必ずしもその規定を適用してい

ない。

（2）許可等の有効期間が無期の場合

　次に、許可等の有効期間が無期のものについて、実際の保存期間を区ご

とに比較した結果を表 9（次ページ参照）に示す。

　表 9から、以下の特徴が読み取れる。

・旅館業法や公衆浴場法に係る文書について、過半数の 14区が保存期

間を 3年としている。

・墓地埋葬法に係る文書について、約半数の 11区が 3年という比較的

短い保存期間としている一方で、永年・長期・30年という長い保存

期間を設定する区や常用という具体的な保存期間を当初設定しない区

も多くあり、両極端になっている。

・医療法に係る文書について、各区の保存期間は比較的分散しているが、

その中でも 3年とする区が 5区、5年とする区が 8区、永年・長期・

30年とする区が 7区あり、短く設定する区と長く設定する区とに分
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かれている傾向が見られる。

・完結日の別規定がある区においても、必ずしもその規定を適用してい

ない。

表 9　各区の実際の保存期間（許可等の有効期間：無期）

区名 旅館業法、公衆浴場法 墓地埋葬法 医療法
千代田 3年 ―＊2 5年
中央 3年＊1 永年 3年＊1

港 3年 5年 6年
新宿 3年＊1 永年 3年
文京 5年 5年 3年
台東 永年 ―＊2 5年
北 長期 3年 5年
荒川 5年＊1 5年＊1 5年＊1

品川 5年 ―＊2 永年
目黒 30年 30年 30年
大田 3年 3年 3年
世田谷 長期 長期 長期
渋谷 3年 3年 10年
中野 3年 3年 長期
杉並 10年 10年 長期
豊島 3年 3年 5年
板橋 3年 3年 10年
練馬 3年 3年 5年＊1

墨田 3年 3年 長期
江東 3年 3年 5年
足立 3年＊1 3年＊1 5年＊1

葛飾 5年 5年 3年
江戸川 3年 3年 30年
＊ 1：当該許可等に係る監視指導が不要となった日を完結日とする。
＊ 2：常用期間終了後の保存期間は不明
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第 3章　�各特別区の調査・分析結果と文書の適切な保存期間の設

定方法

1　�各区における許可等に関する文書の実際の保存期間に係る調査・分析

結果

　まず、許可等の有効期間が有期の文書が実際にいつまで保存されるのか

について、各区で規定している保存期間の起算日を適用して、①許可等の

有効期間の満了日前に文書の保存期間の満了日を迎える場合、②許可等の

有効期間の満了日から 5年以内に文書の保存期間の満了日を迎える場合、

③許可等の有効期間の満了日から 5年超に文書の保存期間の満了日を迎え

る場合の 3パターン（概念図は図 3参照）に分類すると、表 10（次ペー

ジ参照）のとおりとなった。なお、麻向法及び食品衛生法に基づく申請に

ついては、その有効期間をそれぞれ最長である 3年、8年とみなした。

注：矢印は保存期間の起算日からの文書の保存期間を示す。

決裁 有効期間満了起案取得

申請書

申請書
パターン①

パターン②

パターン③
申請書

又は

5年

又は

図 3　許可等の有効期間の満了日と文書の保存期間の満了日の概念図
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表 10　各区の保存パターン（許可等の有効期間：有期）

区名 食品衛生法 薬機法、毒劇法 麻向法
千代田 ② ① ②
中央 ② ① ②
港 ② ② ②
新宿 ② ① ①
文京 ② ① ②
台東 ② ① ②
北 ② ① ②
荒川 ② ③ ②
品川 ② ② ②
目黒 ② ② ③
大田 ① ① ②
世田谷 ① ② ②
渋谷 ② ② ②
中野 ② ② ②
杉並 ② ① ②
豊島 ② ① ②
板橋 ② ② ②
練馬 ② ① ②
墨田 ② ① ②
江東 ② ① ②
足立 ② ① ②
葛飾 ② ② ②
江戸川 ② ② ②

　その結果、食品衛生法や麻向法に基づく文書については、ほぼ全て許可

等の有効期間の満了日よりも後に文書の保存期間の満了日が設定（パター

ン②又は③）されており、少なくとも当該許可等に係る監視指導が必要な

期間中は、当該文書が保存されていることが分かった。一方で、薬機法や

毒劇法に基づく文書については、過半数の 13区で、許可等の有効期間の
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満了日よりも前に文書の保存期間の満了日が設定（パターン①）されてお

り、施設が許可等の有効期間の満了日まで存続している場合、当該許可等

に係る監視指導が必要な期間であるにもかかわらず、当該文書が廃棄され

てしまっている可能性がある。このことは、単に当該許可等に係る監視指

導を行うにあたって支障が出る恐れがあるだけでなく、当該許可等に関し

て十分な説明責任を果たせないことにもつながり得る。したがって、少な

くとも当該許可等に係る監視指導が必要な期間中は、当該文書が保存され

るように保存期間を設定する必要があると考えられる。

　次に、許可等の有効期間が無期の文書について、その対象施設が廃止さ

れる時点と当該許可等に関する文書の保存期間の満了日とに着目して、④

施設廃止前に文書の保存期間の満了日を迎える可能性がある場合、⑤施設

廃止後から 5年以内に文書の保存期間の満了日を迎える場合、⑥施設廃止

後から 5年超に文書の保存期間の満了日を迎える場合の 3つのパターンに

分類（概念図は図 4参照）し、同様にまとめると表 11（次ページ参照）

のとおりであった。

決裁 施設廃止起案取得

申請書

申請書

申請書

又は

注：矢印は保存期間の起算日からの文書の保存期間を示す。
　　また、点線は可能性を示す。

パターン④

パターン⑤

パターン⑥

5年

図 4　施設の廃止日と文書の保存期間の満了日の概念図
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表 11　各区の保存パターン（許可等の有効期間：無期）

区名 旅館業法、公衆浴場法 墓地埋葬法 医療法

千代田 ④ ―＊1 ④

中央 ⑤ ⑥ ⑤

港 ④ ④ ④

新宿 ⑤ ⑥ ④

文京 ④ ④ ④

台東 ⑥ ―＊1 ④

北 ⑥ ④ ④

荒川 ⑥ ⑥ ⑥

品川 ④ ―＊1 ⑥

目黒 ④ ④ ④

大田 ④ ④ ④

世田谷 ⑥ ⑥ ⑥

渋谷 ④ ④ ④

中野 ④ ④ ⑥

杉並 ④ ④ ⑥

豊島 ④ ④ ④

板橋 ④ ④ ④

練馬 ④ ④ ⑥

墨田 ④ ④ ⑥

江東 ④ ④ ④

足立 ⑤ ⑤ ⑥

葛飾 ④ ④ ④

江戸川 ④ ④ ④

＊1：常用期間満了後の保存期間が不明

　以上のとおり、多くの区において、どの文書も同じパターンに分類され

る傾向が見られ、全てパターン④の区が 11区、全てパターン⑥の区が 2

区であった。また、その他の区においては、医療法に基づくものとそれ以

外のものとでパターンが異なる傾向が多く見られたが、各区の組織図等か
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ら、これは所管する部署の違いによるものと推測された。

　施設が廃止される前に文書の保存期間の満了日を迎える可能性がある場

合、先と同様の懸念が生じる。そうした事態を防ぐために、保存期間を有

期に設定し、必要に応じて保存期間の延長措置を講じるか、保存期間を永

年に設定する必要があるが、後者の場合、保管スペースの不足という課題

が発生し得る。したがって、少なくとも当該許可等に係る監視指導が必要

な期間中は、当該文書が保存されるようにしつつ、当該施設が廃止されて

から一定期間経過した後は、特定重要公文書に該当する場合を除き、当該

文書が適切に廃棄されるような保存期間の設定とその期間の延長や見直し

などの適切な措置を講じる必要があると考えられる。

2　許可等に関する文書の適切な保存期間の設定方法

　こうした基本的な考え方を踏まえ、文書の適切な保存期間とは具体的に

どうあるべきなのかについて、前章の調査・分析結果と先行研究とを関連

付けて考察していく。

（1）文書の保存期間の設定にあたっての基準（視点）について

　最初に、文書の保存期間の設定にあたっての基準（視点）について考察

する。先行研究と表 5を基に整理すると、以下のようになる。

　①自治体側の価値

・行政的価値：資料価値、重要度・重要性、利用度・利用の頻度・利

用価値

・法的価値：証拠価値・証拠（時効）期間、文書・内容の効力、法令

等の定め・法令との関係性

・財政的価値

　②住民・利害関係者側の価値：利用価値、説明責任・透明性
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　③公文書館側の価値：歴史的価値

　一方、今回取り扱った許可等に関する文書は、法律に基づいた定例的・

定型的な文書であること、少なくとも有効期間中は監視指導を行う必要が

あると共に説明責任が求められること、が特徴である。

　以上を踏まえると、許可等に関する文書について、国家的なイベントや

未曽有の事態に関するものを除き、保存期間の設定時点で③からその期間

を設定することは難しい。また、①のうち、財政的価値についても、許可

等の事務に馴染まないことから、検討する必要性は薄いと考えられる。し

たがって、文書の保存期間は、①のうちの行政的価値と法的価値及び②の

3つを考慮して設定することになる。

　第一に、①のうち行政的価値の面から検討する。今回取り扱った許可等

という行政処分は、既述のとおり、実際の決定権者は保健所長（部長級）

となっている。一方、本研究では取り扱わなかった不利益処分という行政

処分は、各法の規定でも実際上も区長が決定権者である。同じ行政処分で

あっても、前者は定例的で相手方に利益を与えるものであるが、後者は非

定例的で相手方に不利益を与えるものであり、事の重大性や影響が大きく

異なることから、決定権者が区別されている。したがって、設定基準にお

いても、その業務の重要性や組織における位置づけなどの行政的価値を強

く反映した決定権者を基にする既存の考え方は、合理的かつ妥当性がある

といえる。

　第二に、①のうち法的価値の面と②から検討する。既に見てきたように、

許可等に関する文書は、当該許可等に係る監視指導を行う上で必要である

ため、少なくともその有効期間中は保存しておく必要があると考えられる

が、これは、法律に基づく許可等という面、即ち法的価値から生じるもの

であるといえる。併せて、その許可等の適切性について説明責任を果たす

という面でも、同様に少なくともその有効期間中は保存しておく必要があ
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ると考えられるが、これは、②に即したものであるといえる。

　以上から、許可等に関する文書の保存期間を設定するにあたって、①及

び②という基準が概ね有効であることが示された。

（2）許可等に関する文書に係る具体的な設定基準について

　次に、許可等に関する文書に係る具体的な設定基準について考察する。

前章の調査・分析結果から、以下の傾向がみられた。

・許可等の有効期間が有期のものについては、多くの区でその期間（の

最長期間）とほぼ同じ保存期間を設定している。これは、保存期間の

起算日を決める上で基準となる完結日の別規定があるかどうかによら

ない（傾向①）。

・許可等の有効期間が無期のものについては、永年や 30年といった長

い保存期間や常用を設定する区と、3年や 5年といった短い保存期間

を設定する区とに二分される（傾向②）。

　傾向①から、許可等の有効期間が有期のものについて、その有効期間中

は当該許可等に関する文書が監視指導を行う上で必要であるという認識を

持っている区が多いことが伺える。しかし、この傾向は、保存期間の起算

日を決める上で基準となる完結日の別規定があるかどうかによらない。そ

の理由として、当該別規定を適用することが実務上難しいという可能性が

考えられる。特に、施設数が多い場合、廃止等をする施設数は全施設数に

比例して多くなるため、当該施設に係る文書の管理に実務上かなりの負担

がかかる恐れがある。また、別の理由として、当該別規定がある区におい

て、所管部署が当該規定を十分に認識していないという可能性も考えられ

る。

　傾向②から、許可等の有効期間が無期のものについても、傾向①と同様

の認識を持って、当該許可等に関する文書を保存する区がある一方で、有
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効期間の終わりが見通せないため、一定期間を超えて保存しないという選

択を行った区もあることが伺える。こうした違いが生じる理由の一つの可

能性として、文書の保管スペースに余裕があるかどうかが挙げられる。

　以上を総括すると、次の 3点に集約できる。

・各区の所管部署は、基本的に許可等の有効期間中は当該許可等に関す

る文書が業務上必要であるという認識を持っている。

・文書の保存期間の起算日を決める上で基準となる完結日を、当該許可

等に係る監視指導が不要となった日とする運用は、施設数が多い場合、

実務上の負担から難しい面がある。

・文書の保管スペースの問題と絡み合っている可能性がある。

　そこで、文書の保存期間の設定にあたって、以下の二つの方法が考えら

れる。それぞれのメリット・デメリットも併せて示す。

①保存期間の起算日の基準となる完結日を許可等に係る監視指導が不要

となった日とし、適切な有期の保存期間を設定する。

メリット：許可等の有効期間が無期の文書であっても保存期間の見

直しや延長といった事務手続きが不要となる。常に不要となった

ものが保存期間満了後に廃棄されるという現用文書のライフサイ

クルができるため、施設数の純増がなければ、文書の保管スペー

スを圧迫する可能性は低い。

デメリット：同じ年度に許可等を受けた施設でも完結日は施設ごと

に異なってくるため、文書を決裁日の年度ごとにまとめて管理で

きず、施設ごとの管理など別の方法での管理と逐次の整理が必要

となることから、施設数が多い場合は実務上相当の負担が生じる。

②保存期間の起算日の基準となる完結日を許可等に関する文書の決裁日

とし、保存期間を許可等の有効期間より一定程度長く設定する。

メリット：決裁日の年度ごとに文書をまとめて管理でき、保存期間
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が満了した時点で、基本的に一括して廃棄できる。

デメリット：許可等の有効期間が有期の場合、その期間に有効期間

満了後に保存が必要な期間を加えた期間を保存期間として設定で

きるが、無期の場合は保存期間を一旦設定した後、必要に応じて

保存期間の延長あるいは保存の要否の見直しという事務手続きや

実務の面での負担が発生し得る。

　以上を踏まえると、保健衛生行政に係る文書のうち、許可等に関する文

書の保存期間の設定にあたって、許可等の有効期間が有期のものは②、無

期のものは①の方法を採用するのが、事務手続きや実務、文書の保管スペ

ースの問題という全ての面において、メリットを最大化し、デメリットを

最小化できるため、ベターであると結論付けられる。

（3）許可等に関する文書に係る設定基準について―訴訟対応の視点から―

　最後に、説明責任についてもう少し踏み込んで検討する。許可等に関す

る文書について課される説明責任は、当該許可等の有効期間中や当該施設

が存続している間だけでなく、有効期間が満了した後や当該施設がなくな

った後も一定期間果たす必要があるが、永久に果たし続けることは現実的

ではない。そこで、その一定期間を定める方法として、審査請求や出訴を

行うことができる期間を参照することを筆者は提案する。

　その背景として、説明責任とは、住民や利害関係者に対して行政が負う

ものであるが、単に問合せに対する回答から、情報公開請求、さらには関

係各法に基づく審査請求や訴訟における立証に至るまで考えられる。実際、

地方自治体が訴訟の当事者となるケースは図 528）（次ページ参照）のとお

り、概ね増加傾向にある。

　こうした傾向を受けて、審査請求や出訴を行うことができる期間につい

て各法の規定を基に検討を行うと、審査請求や処分の取消訴訟に対しては
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許可等の処分の日から 1年、損害賠償請求訴訟に対しては許可等の有効期

間の満了日又は当該施設がなくなった日から原則 3年又は 5年、処分の無

効確認訴訟に対しては永年保存しておくことが必要となる。文書の保存期

間が長くなれば、必然的に保存する文書の量が増え、保管スペースを圧迫

することになる。そこで、保存期間を決定するにあたって、各法律に関す

る最近の訴訟件数から訴訟されるリスクを見積もり、保管スペースと比較

衡量することが必要となる。

　地方自治体が当事者となった裁判29）のうち、平成 27年 4月 1日から令

和 2年 3月 31日の間に判決が下された件数は 801件あるが、そのうち保

健衛生行政に関する法律に係るものは、墓地埋葬法に関するものが最多の

6件で、それほど多くなかった。また、これらに処分の無効確認訴訟は 1

件も含まれていなかった。

　以上を踏まえると、文書の保管スペースを鑑みつつ、文書の保存期間を

5年よりも短い期間に設定しても訴訟対応の面において大きな問題はない

といえる。
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（4）許可等に関する文書に係る設定基準と実際の適用について

　本節（2）及び（3）で検討してきた具体的な設定基準について、フロー

チャートで図示すると、図 6（次ページ参照）のとおりとなる。

　最後に、これを実際の事例に適用してみると、どのような結果となるの

かについて検証する。検証にあたっては、関東弁護士会連合会のアンケー

ト30）で文書の保管スペース不足に言及していた台東区を例にとって、シ

ミュレーションを行う。

　まず、許可等の有効期間が有期の業態のうち、薬機法や毒劇法に基づく

文書については、現在の保存期間では許可等の有効期間の満了日前に文書

の保存期間の満了日を迎えてしまうが、実務上支障があるため、許可等の

有効期間 6年に有効期間満了後に保存する期間を加えた期間に見直す必要

がある（チャート右側のフロー）。

　一方、許可等の有効期間が無期の業態に関して、医療法に基づく文書に

ついては、施設廃止前に文書の保存期間の満了日を迎える可能性があるた

め、また旅館業法や公衆浴場法に基づく文書については、永年保存とされ

ているため、文書の完結日には完結日の別規定を適用し、有期の保存期間

を設定するよう見直す必要がある（チャート左側のフロー）。

　以上、フローチャートに沿って確認した結果、薬機法、毒劇法、医療法

に基づく文書の保存期間は現在よりも長く、旅館業法、公衆浴場法に基づ

く文書の保存期間は短くする必要があることが分かった。各法に基づく文

書の具体的な量については調査できていないが、後者について遅くとも昭

和 55年からこれまで保存されてきた永年保存の文書を有期の保存期間に

切り替えることによって、前者の増加分を差し引いても全体的な文書量は

減ると推察されるため、限定的ながら、フローチャートの有用性と、文書

の適正な保存期間の設定が文書の保管スペースの不足という課題の解決の

一助になることを示せたものと考えられる。
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許可等に関する文書

許可等の有効期間は
無期か？有期か？

許可等の有効期間が
無期の文書

許可等の有効期間が
有期の文書

文書の完結日を
当該許可等に関する
監視指導が不要と
なった日として
実務上支障ないか？

文書の完結日を当該許可等に係る監視
指導が不要となった日とする。

文書の完結日を当該許可等の決裁日とする。
許可等の有効期間をaとする。

当該許可等に関する
訴訟頻度・回数は？
保管スペースの容量は？ 当該許可等に関する

訴訟頻度・回数は？
保管スペースの容量は？

保存期間 Aを 1～5年の間で設定する。

許可等の有効期間後に保存する期間bを
1～5年の間で設定する。

文書の完結日：許可等の決裁日
文書の保存期間：a＋b

文書の完結日：許可等に係る監視
指導が不要となった日
文書の保存期間： A

無期

有期

支障なし

支障あり

図 6　許可等に関する文書の保存期間設定フローチャート
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おわりに

　本研究では、文書の適切な保存期間を検討する上で、各区の規程類・通

知から保存期間の設定に関する部分を抜粋して検討した後、保健衛生行政

に関する文書のうち、許可等に関する文書を例にとって、許可等の有効期

間の有期・無期によって分類し、実際の保存期間を調査・分析してきた。

そして、その結果に先行研究を照らし合わせ、文書の保存期間を設定する

にあたっての基準（視点）や許可等に関する文書に関する具体的な設定基

準を考察し、一定の結論を得た。

　具体的には、まず各区の許可等に関する文書の保存について実態を調

査・分析した結果、本来許可等の有効期間中は当該許可等に関する文書を

保存しておくべきであるにもかかわらず、許可等の有効期間よりも先に当

該許可等に関する文書の保存期間が満了するケースが、一部の区において

存在することを具体的に明らかにした（表 10、表 11参照）。

　そして、文書の適切な保存期間を設定するにあたっての基準（視点）に

ついて、先行研究や表 5を基にして、①自治体側の価値、②住民・利害関

係者側の価値、③公文書館側の価値の 3つに集約し、許可等に関する文書

について検証したところ、①を構成する行政的価値と法的価値及び②の基

準（視点）が有用であることを確認できた。一方、具体的な設定基準に関

しては二つの方法を提示し、メリット・デメリットを比較衡量した結果、

許可等に関する文書については、許可等の有効期間が有期のものと無期の

もので別の方法を採用するのが、事務手続きや実務、文書の保管スペース

の問題という全ての面でベターであると結論付けられた。これに、有効期

間満了後又は施設がなくなった後の保存期間について訴訟対応の視点を加

えることで、所管部署でも分かりやすいフローチャートを提案し、実際に

適用してみたところ、限定的ではあるが、その有用性を確認することがで
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きた。

　一方で、本稿では割愛せざるを得なかった部分や検討が不十分な点も

多々ある。今後の調査・分析や研究に少しでも役立ち、区ひいては地方自

治体の文書管理の改善に貢献できるものとなれば幸いである。
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Study on the Appropriate Retention Period of Administrative Documents in the 
Public Sector for Public Health and Sanitation in Local Governments, Tokyo, 

Japan: A Case Study of Public Documents related to Permits.

OHBA, Ryohei

　In the 17 years, I has been involved in public health and sanitation 
administration as a local government officer, I has always wondered that there is 
no room in the archives and the cabinets in the office are full at the end of the year 
despite proper document management. This is related to the preservation of 
documents during the lifecycle of current documents.

　In this paper, I first point out that the recent incidents that have been widely 
reported in the mass media as problems in public records management are just the 
tip of the iceberg, and that there are fundamental issues behind them based on the 
results of recent surveys and other sources. Then I propose setting an appropriate 
retention period as one of the solutions to the problem of insufficient document 
storage space, and state that the retention period of documents is equally 
important even after the transition from the current paper-based documents to 
electronic documents. However, as the setting of retention period has not been 
addressed much in previous studies, I hypothesize that the setting of appropriate 
retention periods will help to solve the previous issue, and conducts a survey, 
analysis and discussion using administration documents related to permits for 
public health and sanitation in 23 cities of Tokyo as an example.

　As the result of the research, I point out some of the issues in the current rules 
and regulations that are related to the setting of retention periods, and state that 
the value of the local government and the value of the residents and stakeholders 
are important criteria in the case of documents related to permits in setting 
retention periods. When setting a specific retention period, it is better to classify 
whether the validity period of the permits is indefinite or fixed, and if it is fixed, 
whether the completion date of the document is the date when the inspection 
regarding the permits is no longer required, and to determine the appropriate 
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retention period based on the frequency and number of lawsuits related to the 
permits and the capacity of storage space administratively, practically and storage 
spatially.

（令和 4年度アーカイブズ学専攻　博士前期課程修了）




